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令令和和８８年年３３月月１１日日  

                                                        （（公公社社））全全日日本本トトララッックク協協会会  

                                                  日日本本貨貨物物運運送送協協同同組組合合連連合合会会  

  

求求荷荷求求車車情情報報ネネッットトワワーークク（（ＷＷｅｅｂｂＫＫＩＩＴＴ））成成約約運運賃賃指指数数ににつついいてて  

（（令令和和８８年年２２月月））  

  
  （公社）全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、令和８年２月分の 

運賃指数の概要は以下のとおりです。 

  

令令和和８８年年２２月月のの運運賃賃指指数数のの概概要要  

  

１．令和８年２月の運賃指数は、前月比１ポイント増、前年同月比２ポイント減の１３７と

なった。 

２．２月末現在の求車登録件数は、１２３，３１１と前年同月比２９，４１６減（１９．３％

減）となった。 

  

１１．．加加入入者者数数、、成成約約件件数数  

年年度度  
平平成成  

2222 年年度度  

平平成成  

2233 年年度度  

平平成成  

2244 年年度度  

平平成成  

2255 年年度度  

平平成成  

2266 年年度度  

平平成成  

2277 年年度度  

平平成成  

2288 年年度度  

平平成成  

2299 年年度度  

平平成成  

3300 年年度度  

加加入入者者数数  

（（IIDD 数数））  
22,,772200  22,,997799  33,,119900  33,,338899  33,,664422  44,,000055  44,,334400  44,,773355  55,,225599  

対対象象成成約約  

件件数数  
111166,,004466  111188,,772200  112266,,992222  114422,,661177  116622..994400  118800,,884499  220066,,006644  223377,,118822  227777,,006644  

  

年年度度  
令令和和  

元元年年度度  
令令和和  

２２年年度度  
令令和和  

３３年年度度  
令令和和  

４４年年度度  
令令和和  

５５年年度度  
令令和和  

６６年年度度  
令令和和  

７７年年度度  
    

加加入入者者数数  

（（IIDD 数数））  
55,,669944  66,,006622  66,,440011  66,,555511  66,,339966  66,,554444  66,,772233      

対対象象成成約約  

件件数数  
228888,,995566  227722,,225500  228899,,557733  229922,,111188  229900,,889911  228899,,661100  226622,,558855      

※令和７年度は令和８年２月末現在（以下同様） 

  

２２．．荷荷物物情情報報（（求求車車））件件数数  

年年度度  
平平成成  

2222 年年度度  

平平成成  

2233 年年度度  

平平成成  

2244 年年度度  

平平成成  

2255 年年度度  

平平成成  

2266 年年度度  

平平成成  

2277 年年度度  

平平成成  

2288 年年度度  

平平成成  

2299 年年度度  

平平成成  

3300 年年度度  

登登録録件件数数  550000,,776644  555577,,113377  663344,,661100  992288,,773344  999977,,220044  11,,005511,,339955  11,,118800,,337711  11,,555588,,994455  11,,992277,,994499  

  

年年度度  
令令和和  

元元年年度度  
令令和和  

２２年年度度  
令令和和  

３３年年度度  
令令和和  

４４年年度度  
令令和和  

５５年年度度  
令令和和  

６６年年度度  
令令和和  

７７年年度度  
    

登登録録件件数数  11,,443311,,447788  991144,,556655  11,,335511,,884444  11,,664444,,773322  11,,770088,,227722  11,,991166,,445566  11,,449911,,666600      

  

  

荷荷物物情情報報  

（（求求車車））  
令令和和８８年年２２月月  

前前年年同同月月比比  前前月月比比  

増増減減数数  増増減減率率  増増減減数数  増増減減率率  

登登録録件件数数  １１２２３３，，３３１１１１  －－２２９９，，４４１１６６  －－１１９９．．３３％％  １１１１，，４４６６００  １１００．．２２％％  

成成約約件件数数  ２２１１，，９９９９４４  －－１１，，５５１１７７  －－６６．．５５％％  －－３３４４００  －－１１．．５５％％  

成成約約率率  １１７７．．８８％％  ２２．．４４ポポイインントト  ――  －－２２．．１１ポポイインントト  ――  
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３３．．成成約約運運賃賃指指数数（（月月別別））のの推推移移（（平平成成２２２２年年４４月月をを１１００００ととすするる））  
    ４４月月  ５５月月  ６６月月  ７７月月  ８８月月  ９９月月  １１００月月  １１１１月月  １１２２月月  １１月月  ２２月月  ３３月月  

平平成成２２２２年年度度  110000  9988  9966  110000  110055  110022  110011  110033  110077  110044  110044  111100  

平平成成２２３３年年度度  111111  110088  110066  110099  110088  110088  110066  110066  110099  110055  110044  111111  

平平成成２２４４年年度度  110088  110033  110022  110022  110077  110077  110066  110055  111122  110077  110066  111133  

平平成成２２５５年年度度  110088  110066  110077  110088  111122  111111  111111  111155  111199  111144    111155    112266  

平平成成２２６６年年度度  111144  111133  111111  111155  111166  111177  111199  111199  112222  111166  111155  111199  

平平成成２２７７年年度度  111155  111166  111144  111144  111177  111177  111177  111188  112211  111155  111133  111177  

平平成成２２８８年年度度  111166  111155  111111  111111  111166  111155  111144  111155  112211  111133  111144  112200  

平平成成２２９９年年度度  111155  111144  111122  111133  111188  111199  111188  112222  112277  111199  112222  112266  

平平成成３３００年年度度  112211  111188  111188  112233  113300  113366  113333  113311  113377  112288  112277  113322  

令令和和元元年年度度  113300  112288  112244  112244  113300  113311  113311  112299  113300  112266  112222  112266  

令令和和２２年年度度  112200  111166  111111  111133  111188  111177  111155  111177  112233  111199  111177  112211  

令令和和３３年年度度  111166  111133  110088  111166  112222  111199  111188  112222  112288  112211  112211  112233  

令令和和４４年年度度  112200  111188  111144  111199  112233  112222  112233  112244  113300  112233  112233  112277  

令令和和５５年年度度  112244  112222  111188  112222  112244  112266  112266  112299  113355  112277  112266  113311  

令令和和６６年年度度  113300  113300  112288  113311  114400  114422  113399  114400  114477  113399  113399  114433  

令令和和７７年年度度  113377  113355  113311  113355  114433  113388  113377  114411  114455  113366  113377    

  

  
※グラフは平成２３年度～平成３０年度を省略してあります。 
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４４．．成成約約運運賃賃指指数数（（年年度度））のの推推移移（（平平成成２２２２年年度度をを１１００００ととすするる））  

年年度度  
平平成成  

2222 年年度度  

平平成成  

2233 年年度度  

平平成成  

2244 年年度度  

平平成成  

2255 年年度度  

平平成成  

2266 年年度度  

平平成成  

2277 年年度度  

平平成成  

2288 年年度度  

平平成成  

2299 年年度度  

平平成成  

3300 年年度度  

全全体体  110000  110044..88  110033..55  111100..11  111133..22  111122..88  111111..77  111155..33  112244..22  

荷荷物物重重量量  

４４ｔｔ以以下下  
110000  110044  110033..77  111111..99  111155..66  111155..66  111155..77  111199..66  112277..77  

荷荷物物重重量量  

４４ｔｔ超超  
110000  110044..77  110033..44  111100..22  111133..99  111144..１１  111111..66  111155..00  112233..33  

  

年年度度  
令令和和  

元元年年度度  

令令和和  

２２年年度度  

令令和和  

３３年年度度  

令令和和  

４４年年度度  

令令和和  

５５年年度度  

令令和和  

６６年年度度  

令令和和  

７７年年度度  
    

全全体体  112244  111144  111155..66  111188..88  112222..44  113333..55  113333..99      

荷荷物物重重量量  

４４ｔｔ以以下下  
112288..55  111188..88  112200..44  112255..88  112299..22  114411..88  114433..22      

荷荷物物重重量量  

４４ｔｔ超超  
112211..44  111111..99  111133..11  111144..55  111177..77  112266..88  112266..11      

  

  

  

  

    

3



4 

  

○○成成約約運運賃賃指指数数公公表表のの背背景景  

公益社団法人全日本トラック協会（全ト協）と日本貨物運送協同組合連合会（日貨協連）では、

トラック輸送産業が国民生活、産業活動を支えるために、荷主企業等の経営管理とトラック運送事

業者の事業適正化に寄与すべく、トラック運賃の直近の傾向について、「求荷求車情報ネットワー

ク」（ＷｅｂＫＩＴ）における成約運賃をもとに概括的に指数化したものを平成２５年１２月から毎

月公表している。 

この指数は、平成２２年４月を基準（年度指数は平成２２年度平均を１００）としたもので、デー

タの公表については、事前に公正取引委員会と協議を行っている。 

※本指数については、ＷｅｂＫＩＴにおける成約運賃の平均を指数化しているため、各事業者個別

の運賃動向と異なる場合がある。 

※平成２７年４月にＷｅｂＫＩＴシステムは日貨協連に移管されたが、本指数については、全ト協

及び日貨協連との連名にて公表する。 

 

○○成成約約運運賃賃指指数数ととはは  

荷物情報（求車）、車両情報（求荷）それぞれの登録情報について、対象期間に成約に至った個別

運賃を合計し、総対象成約件数で除した金額を指数化したもの。 

 

○○ＷＷｅｅｂｂＫＫＩＩＴＴととはは  

協同組合に加入する中小トラック運送事業者のための求荷求車情報システムで、インターネット

を利用して、荷物の輸送を依頼する側と保有する車両を活用したい運送事業者側が、それぞれ情報

登録を行い、お互いにマッチすれば成約に至る。本システムにより、帰り荷や傭車の確保、季節波

動へ対応し、輸送効率の向上と環境負荷軽減を目指している。 

  
※平成２６年４月より集計方法を変更し、本指数については、速報値をもとに集計しております。 

なお、後日、確定値を基に再集計し直すため、過去の数値、指数の一部が修正される場合があります。 

 

◇お問い合わせ先 （公社）全日本トラック協会 

経営改善事業部 戸塚 

ＴＥＬ０３－３３５４－１０５６ 

 

日本貨物運送協同組合連合会 

KIT・情報化事業部 武田、松井、岡崎 

ＴＥＬ０３－３３５７－６０６８ 
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内閣府　香川県交通安全県民会議内閣府　香川県交通安全県民会議
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香川県 春春のの全国交通安全運動全国交通安全運動春の全国交通安全運動

○道路を横断するときは、横断歩道を渡りましょう。 
○左右の安全をよく確認してから横断しましょう。
○手を上げるなど、ドライバーに横断する意思を伝えましょう。

○飲酒運転は重大な犯罪です！

①お酒を飲んだら
「運転しない」

②運転する人には
「お酒を飲ませない」

③お酒を飲んだ人には
「運転させない」

○「ながらスマホ」や酒気帯び運転は禁止です！
○自転車、特定小型原動機付自転車に乗る時は、

乗車用ヘルメットを着用が　「努力義務」です。
自分の命を守るために着用し、交通ルールを

　守って安全走行しましょう。

○全ての座席でシートベルト
　を着用しましょう。
○６歳未満の幼児にはチャイ
　ルドシートを正しく使用し、

６歳以上でも体格等の事情
に合わせ、チャイルドシート

　を使用しましょう。

①車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

○「自転車安全利用五則」を守りましょう！

身勝手な飲酒運転により尊い命が奪われ
ています。飲酒運転を根絶しましょう！

通学路・生活道路における
　こどもを始めとする歩行者の安全確保

「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上

自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

飲酒運転の根絶 後部座席を含めた全ての座席の
シートベルト着用とチャイルド
シートの正しい使用の徹底

○車も自転車も、「ながらスマホ」は危険です。
　絶対にやめましょう。
○横断歩道は歩行者絶対優先です。
　ドライバーは横断歩道の手前では減速！
　信号機のない横断歩道に歩行者がいる
　場合、必ず一時停止して歩行者を優先
　しましょう。
○渡る人も手を上げるなどの意思表示をしましょう。

交通事故死者ゼロ　目指すけん　かがわ県交通事故死者ゼロ　目指すけん　かがわ県交通事故死者ゼロ　目指すけん　かがわ県
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重重点点２２ 「「ななががららススママホホ」」のの根根絶絶やや歩歩行行者者優優先先等等のの安安全全運運転転意意識識のの向向上上

○○歩歩行行者者のの交交通通ルルーールルのの理理解解・・遵遵守守のの徹徹底底
• 歩行者が被害に遭う交通事故には、歩行者側にも横断歩道外横断等の法令違反がある場合や、夜間に飲酒等により道路に寝そ

べるなどの路上横臥によるものも多いことなど、歩行者が被害に遭う交通事故実態を踏まえた交通ルールを遵守するための取
組の推進

• 横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号に従うこと等の基本的な交通ルールや歩きスマホの危険性の周知に
加え、自らの安全を守るための交通行動として、運転者に対して横断する意思を手を上げるなどして明確に伝え、安全を確認
してから横断を始めること、横断中も周囲の安全を確認すること等を促す取組の推進

• 歩行中幼児・児童の交通事故の特徴（飛び出しによる死者・重傷者が多いなど）等を踏まえた交通安全教育等の推進
• 安全に道路を通行することについて、日常生活や教育現場における保護者等から幼児・児童への教育を促す取組の推進
• 高齢歩行者の死亡事故の特徴（65歳未満と比較して横断歩道以外横断中が多いなど）を踏まえ、高齢者自身が、加齢に伴って

生ずる身体機能の変化（例えば、認知機能の低下、疾患による視野障害等の増加、反射神経の鈍化、筋力の衰えなど）を理解
し、安全な交通行動を実践するための交通安全教育等の推進

• 反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用を促す取組の推進

○○ななががららススママホホのの根根絶絶
• 運転中のスマートフォン等の通話や画像注視の危険性に関する広報啓発の推進
• 業務運転中の「ながらスマホ」による交通事故を防止するため、業務に使用する自動車の

使用者等による交通安全教育等を徹底させる取組の推進

重重点点１１ 通通学学路路・・生生活活道道路路ににおおけけるるここどどももをを始始めめととすするる歩歩行行者者のの安安全全確確保保

○○ここどどももをを始始めめととすするる歩歩行行者者がが安安全全にに通通行行ででききるる道道路路交交通通環環境境のの確確保保
• 通学路、未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路等における見守り活動の推進
• 「生活道路は人が優先」という意識を浸透させるための広報啓発を推進するとともに、

「ゾーン30プラス」の整備を始めとする生活道路の交通安全対策の推進
• 通学路交通安全プログラム等に基づく点検や対策の推進
• 通行の妨げとなる不法占用物件の排除等、道路の適正な利用に関する広報啓発等の推進
• 令和８年９月１日から、生活道路においては法定速度が30キロメートル毎時になることの広報啓発の推進

○○妨妨害害運運転転等等のの防防止止対対策策
• 妨害運転等の悪質・危険な運転を防止するため、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性等に関する

広報啓発の推進
• ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進

○○二二輪輪車車のの運運転転者者にに対対すするる広広報報啓啓発発
• 二輪車の特性（車の死角に入りやすいなど）の周知及び顎紐は緩みなくしっかり締めるなど乗車用ヘルメットを正しく

着用することやプロテクターを着用することによる被害軽減効果に関する広報啓発の推進
• 若者層のみならず、中高年に対する二輪車安全運転の実践指導、交通安全教育・広報啓発の推進
• ペダル付き電動バイクは、原動機を用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも一般原動機付自転車又は自動車の運

転に当たり、無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等の交通ルールが適用されること及びナ
ンバープレートの取付け・表示や自動車損害賠償責任保険等への加入等が必要であることの広報啓発の推進

○○運運転転者者のの歩歩行行者者優優先先意意識識等等のの徹徹底底
• 運転者に対し、歩行者優先の徹底を始めとした交通ルールの遵守と、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って安全に

運転しようとする意識を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進
• 横断歩道等に歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止可能な速度で進行する義務や横断歩道等における

歩行者等優先義務等の遵守を促す取組の推進
• 夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの活用を促す取組の推進

○○外外国国人人運運転転者者のの交交通通事事故故防防止止対対策策
• 母国との交通ルールの違い等を理解させるために啓発動画やリーフレット等を活用した交通安全教育の推進
• レンタカー事業者等と連携した車両貸し出し時におけるパンフレット等による日本の交通ルールの周知
• 日本語学校や外国人コミュニティ等における交通安全教育等の推進
• 外国人労働者を雇用する使用者等による交通安全教育の強化
• 安全運転管理者選任事業者に対する交通事故防止に向けた安全運転指導を促す働き掛けの推進

令令和和８８年年 春春のの全全国国交交通通安安全全運運動動
運運動動重重点点とと推推進進項項目目

○○高高齢齢運運転転者者のの交交通通事事故故防防止止対対策策
• 加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響（反応速度が遅くなったり、動作の正確性が低下したりするなど）等

を踏まえたシミュレーターの活用等による参加・体験・実践型交通安全教育及び広報啓発の推進
• 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車の普及啓発とサポートカー限定免許制度に関す

る広報啓発の推進
• 安全運転に不安のある高齢運転者等に対する安全運転相談窓口や安全運転相談ダイヤル（♯8080：シャープハレバレ）

の積極的な周知と各種支援施策の広報啓発の推進
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重重点点５５ 後後部部座座席席をを含含めめたた全全ててのの座座席席ののシシーートトベベルルトト着着用用とと
チチャャイイルルドドシシーートトのの正正ししいい使使用用のの徹徹底底

重重点点３３ 自自転転車車・・特特定定小小型型原原動動機機付付自自転転車車のの交交通通ルルーールルのの理理解解・・遵遵守守のの徹徹底底

重重点点４４ 飲飲酒酒運運転転のの根根絶絶

○○特特定定小小型型原原動動機機付付自自転転車車利利用用時時のの交交通通ルルーールル理理解解・・遵遵守守のの徹徹底底とと乗乗車車用用ヘヘルルメメッットト

着着用用促促進進
• 特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒運転、信号無視等の悪質・危険な違反のほか、歩道走行

等の通行区分違反、横断歩行者等妨害等の歩行者に危険を及ぼすおそれの高い違反等を防止するため
の効果的かつ適切な交通安全教育の推進

• シェアリング事業者、販売事業者等と連携した特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の
徹底を促す取組の推進

• シェアリング事業者、販売事業者等と連携した被害軽減のための乗車用ヘルメット着用を促す取組の
推進

○○自自転転車車利利用用者者のの乗乗車車用用ヘヘルルメメッットト着着用用とと安安全全確確保保対対策策
• 全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の必要性及びその被害軽減効果に関する理解の促進と努力義務化を踏

まえた着用の徹底に向けた広報啓発の推進
• 夕暮れ時の早めのライト点灯の徹底と自転車の視認性を向上させるための反射材用品等の取付けを促す取組の推進
• 幼児同乗中の自転車の特性（重心が高く不安定であるなど）を踏まえた転倒防止など安全利用に関する広報啓発や幼児用

座席に乗車させる際のシートベルト着用の徹底を促す取組の推進
• 自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備を促す取組の推進
• 香川県自転車の安全利用に関する条例において定められた、自転車事故の被害者救済に資するための損害賠償責任保険等への

加入を促す取組の推進

○○自自転転車車利利用用時時のの交交通通ルルーールルのの理理解解・・遵遵守守とと新新たたななルルーールルのの周周知知
• 令和８年４月１日から、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度が

導入されることを踏まえた、車道通行の原則，車道は左側通行、歩道は歩行者優先等の「自転車安
全利用五則」にのっとった自転車の基本的な通行方法や自転車通行空間が整備された箇所における
通行方法の周知と遵守の徹底を促す取組の推進

• 信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認や歩道通行時の歩行者優先のほか、夜間の無灯火走行、
二人乗り、傘差し等の片手運転、イヤホン等を使用した運転、並進の禁止等交通事故防止のための
基本的な交通ルールの周知と遵守の徹底を促す取組の推進

• 改正道路交通法により施行された自転車に対する新たなルール（「ながらスマホ」の禁止、酒気帯
び運転に対する罰則の創設）に関する広報啓発の推進

• 警察庁が作成した「自転車ルールブック」を活用した自転車の交通ルールの分かりやすい周知や、
「自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会」が作成した「自転車の交通安全教育ガ
イドライン」を踏まえた、民間事業者や団体、自治体、家庭、学校等の様々な教育主体による、そ
れぞれが有する知見や教育機会を活用した心身の発達状況等のライフステージに応じた交通安全教
育の推進

• 自転車配達員に対する街頭における指導啓発や雇用主に対する交通安全対策の働き掛け等の推進

○○後後部部座座席席をを含含めめたた全全ててのの座座席席ののシシーートトベベルルトト着着用用ととチチャャイイルルドドシシーートトのの正正ししいい

使使用用のの徹徹底底
• 全ての座席におけるシートベルト着用とチャイルドシートの使用義務の周知及びその必要性・効果

に関する理解を促す取組の推進
• シートベルトの着用位置の調整、チャイルドシートの確実な取付方法や正しい着座方法等、正しい使用

方法に関する広報啓発の推進
• 体格等の事情によりシートベルトを適切に着用させることができない６歳以上のこどもへのチャイルド

シート使用に関する広報啓発の推進
• 高速乗合バスや貸切バス等の事業者に対する全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための

指導・広報啓発の推進

○○飲飲酒酒運運転転のの根根絶絶
• 「飲酒運転を絶対にしない、させない」という「飲酒運転を許さない社会環境」を醸成するた

め、交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等のほか、飲食店等における運転者への酒
類提供禁止の徹底やハンドルキーパー運動の促進など、地域、職域等における飲酒運転根絶に
向けた取組の推進

• 運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等、業務に使用する自動車の
使用者等における義務の遵守を徹底させる取組の推進
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事 務 連 絡 

令和 8 年 4 月 1日 

会 員 各 位 

 

香川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
  一般社団法人香川県トラック協会 

 会 長 楠 木 寿 嗣 

 
安安全全性性優優良良事事業業所所認認定定のの取取得得及及びび更更新新にに係係るる事事前前説説明明会会のの開開催催ににつついいてて  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当機関及び当協会の事業推進にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、全国貨物自動車運送適正化実施機関では平成 15 年度から利用者がより安全性

の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者に対する安全性意識のさらなる向上を

目的に「安全性評価事業」（略称：Ｇマーク）を展開しております。 

つきましては、安全性評価事業における評価を新たに希望する事業所及び更新事業所

を対象とした標記説明会を下記のとおり開催しますので、参加を希望される事業者は、

4 月 24 日（金）までに別紙参加申込表をご返信ください。 

なお、令和 5年度から Web 申請になり、「安全性に対する取組みの積極性」の項目も変

更されましたので、更新事業所の皆様にはご配慮賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．日  時  令和 8年 5 月 14 日（木）13時 30 分 ※受付 13 時～ 

 

２．場  所  ホテルパールガーデン 本館 2階 「讃岐 A」 

高松市福岡町 2丁目 2－1 ℡：087-821-8500 

 

３．内  容  安全性評価事業の概要他について（予定） 

 

４．対 象 者  （１）安全性優良事業所認定の更新を希望する会員 

         （２）新たに安全性優良事業所認定の取得を希望する会員 

  

５．問合せ先  一般社団法人香川県トラック協会 適正化事業課 

電話 087-851-6381 

  以上 
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一般社団法人香川県トラック協会 適正化事業課 宛 

 
 

参参 加加 申申 込込 表表  
 

令令和和８８年年５５月月１１４４日日（（木木））、、ホホテテルルパパーールルガガーーデデンンににてて開開催催さされれるる

「「安安全全性性評評価価事事業業事事前前説説明明会会」」にに参参加加ししまますす。。  

  

事事業業者者名名    

営営業業所所名名    

ごご出出席席者者名名    

申申請請予予定定内内容容  

（（〇〇印印記記入入））  

  

新新規規  ・・  更更新新  

認認証証番番号号：：                      （（  ））  

※更新の場合は、カッコ内を含めて記載ください。 

 

  

【【返返信信先先】】香香トト協協ＦＦＡＡＸＸ：：００８８７７－－８８２２１１－－４４９９７７４４  

（（４４月月２２４４日日（（金金））香香トト協協必必着着））  
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香 ト 協 第 ９ ０ 号 

令和８年３月２３日 

 

会 員 各 位 

  

一般社団法人香川県トラック協会   

会 長 楠 木 寿 嗣   

 

四国運輸局長表彰に係る候補者の推薦について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の業務運営にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記表彰について次の基準を満たす候補者を推薦されたい場合は、申請書類に 

必要事項を記載され、６月２６日（金）までに事務局までご提出ください。 

敬具 

記 

 

１．表彰対象者（基準日 すべて令和８年１１月２５日現在） 

（１）永年勤続の功労 

貨物運送事業の従業員として、３０年以上業務に精励し、勤務成績が優秀で他の模範

となる年齢５０歳以上の者 

（２）自動車関係事業の功労 

次のいずれかに該当する者であって、その功績が顕著で年齢５０歳以上の者 

ア．事業者団体（香ト協）の役員として１５年以上在任している者 

イ．貨物運送事業に３０年以上従事し、現在役員として３年以上在職している者 

ウ．貨物運送事業の役員として、１７年以上在職している者 

※但し、上記に該当する場合でも、貴事業所が事故報告の必要な事故起こした場合又

は行政処分を受けた場合等は一定期間対象となりません。また、本人の運転経歴も一

定期間問われます。 

 

２．提出書類 

（申請様式）推薦書、履歴書、功績調書 

      ※履歴書ならびに功績調書は、記載例のとおり詳細に記載ください。 

      ※データによる記入をご希望の場合は、予めお問い合わせください。 

（添付書類）運転免許証（写）、戸籍抄本（４月２１日以降取得分） 

            運転記録証明書（５年）、無事故・無違反証明書 

 

３. 問合わせ先 

  一般社団法人香川県トラック協会 管理者（担当 吉原） 

  電話番号 ０８７－８５１―６３８１ 

以上 
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四国運輸局長表彰推薦書兼宣誓書 

 
一般社団法人香川県トラック協会  

会 長 楠木 寿嗣 殿 

 

住   所 

事業者名                            ㊞ 

代表者名 

 

次のとおり、四国運輸局長表彰基準に該当する候補者について提出する情報

に相違がないことを宣誓するとともに、以下のとおり推薦いたします。  

 

(候補者データ) 

(ふりがな) 

候補者名 
 

区 分 

 

永年勤続 ・ 自動車関係事業の功労 

 

※該当する区分に〇印を記載ください。 

 

(候補者データ) 

役職名  

氏 名  

電話番号    （ＦＡＸ） 

 

【提出書類】 

 （申請書類） 

  ・四国運輸局長表彰推薦書兼宣誓書 

  ・履歴書（様式１） 

  ・功績調書（様式２） 

 （添付書類） 

  ・運転免許証（写し） 

  ・戸籍抄本（４月２１日以降取得分） 

  ・運転記録証明書（５年）、無事故・無違反証明書 
 

【提出先】 

 〒760-0066 高松市福岡町３丁目２－３ 

      一般社団法人香川県トラック協会 管理課宛 
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功 績 調 書 
 
 
本  籍 
 
現 住 所 
 
 
氏  名 
 
生年月日 
 
１．性    行  
 
 
２．事    績 
（１）事業従業員としての功績 

 
 
 
 

（２）事業役員としての功績  
 
 
 
 
 
 
（３）団体役員としての功績  
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履 歴 書 
 
 
本  籍 
現 住 所 
 
氏  名 
 
生年月日 
 
１．学    歴  
 
 
２．職    歴 
（１）業 務 歴 
 
 
 
 
 
 
 
（２）団体役員歴   
 
（３）公 職 歴   
 
（４）そ の 他   
 
３．賞    罰 
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 記 入 例  

功 績 調 書 

 

本  籍         香川県高松市番町４丁目１２番３号 

               

現 住 所  〒760－0066  香川県高松市福岡町３―２―３ 

 

やま だ  た  ろう 

氏  名  山  田  太  郎  

（戸籍のとおり記載のこと/ 注意すべきは、齊藤・斉藤、廣嶋・広島など） 

生年月日  昭和２７年 ４月 ５日生  

 

１．性    行  

温厚柔和な人柄で努力家でもあります。 

（候補者の人柄が伺える表現をして下さい。） 

 

２．事    績 

（１）事業従業員としての功績（永年勤続の功労）２５０字以上。功績の部分につい

ては詳しく記入ください。 

昭和○○年〇月〇日に㈲○○運送入社以来○○年間にわたり、大型貨物自動車の

運転手として長距離運行に従事しきたが、現在に至るまで人身事故はなく、勤務成

績も優秀で確実に業務を遂行し荷主等の信頼も得て、会社の業務運営に大きく貢献

してきました。また、後輩運転手の良き指導者として、他の運転手の模範となって

おり、その功績は顕著であります。 

 

（２）事業役員としての功績（自動車関連事業の功労）３００字以上。功績の部分に

ついては詳しく記入ください。  

昭和○○年〇月〇日に有限会社○○運送を設立し、昭和〇〇年〇月〇日に代表取締

役として企業経営に邁進、車両５台で㈱○○○○の○○を県内配送していたが、地元

○○○○㈱からの輸送依頼をきっかけに、業務範囲を拡大、平成○○年には△△○○

㈱の需要に応え車両数も２０台に拡大させた。その後も多種多様な荷主ニーズにこた

えるための設備の導入や人材開発、交通事故防止や労働災害防止のための安全教育等

により、荷主企業から絶大なる信頼を得て、着実に実績を伸ばしております。 

 

（３）団体役員としての功績  

香ト協役員としての功績は香ト協で作成します。 
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記 入 例 

履 歴 書 

 

 

本  籍         香川県高松市番町４丁目１２番３号 

現 住 所  〒760－0066 香川県高松市福岡町３―２―３ 

 

やま だ  た  ろう 

氏  名  山  田  太  郎 

 

生年月日  昭和２７年 ４月 ５日生  

 

１．学 歴  

昭和４９年 ３月２５日 香川大学経済学部経済学科卒業 

（最終学歴だけで結構ですが、通信教育や定時制を修了し、入社年以降の卒業

となる場合は、前学歴も併記して下さい。） 

 

２．職 歴 

（１）業務歴  ※現会社だけでなく勤めた会社すべてを記入下さい。 

        ※年月日は、必ず日にちまで記入ください。 

        ※始期、終期及び商号変更、名称変更等は明確にお願いします。 

 

自   平成 ２年 ４月 １日 ●●運送株式会社 入社 

至   平成 ４月 ５日３１日  

自   平成 ４年 ６月 １日 ●●運送株式会社 取締役 

至   平成 ９年 ５月３１日 

自   平成 ９年 ６月 １日 ●●運送株式会社 代表取締役 

至   現在 

 

（２）団体役員歴  該当があれば記入  

（３）公 職 歴  該当があれば記入   

（４）そ の 他  該当があれば記入 

 

３．賞 罰（すべての受賞内容をもれなく記載下さい。） 

   平成○○年 ３月 １日 ２０年間の無事故を達成し、高松北警察署長より表 

彰を受ける 

   ※記載すべきか否かで迷われる内容は、記載しておいて下さい。 

17



香 ト 協 第 ８ ９ 号  

令和８年３月２３日 

  

会 員 各 位  

 

一般社団法人香川県トラック協会  

会 長 楠木 寿嗣 

  

香ト協優良従業員表彰に係る候補者の推薦について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の事業活動に格別のご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、下記の表彰基準に該当し、一般社団法人香川県トラック協会長表彰の表彰基準に

達した優良従業員がいらっしゃいましたら、必要事項をご記入の上、別紙表彰推薦書等を

４月１７日（金）までに、事務局までご提出くださいますようお願い申し上げます。 

なお、過去に同表彰において受賞歴がある等重複推薦とならないよう予めご留意くださ

います。 

敬 具  

 

記 

 

１．表彰区分と表彰基準（基準日 すべて令和８年４月１日現在）  

・・運運転転手手（（役役員員はは除除ききまますす））    

Ａ－第１種表彰 同一事業者に引続き勤務し、且つ３年以上運転業務に従事し、 その期

間中、無事故で勤務成績が優秀で他の模範となる者  

Ａ－第２種表彰 同一事業者に引続き勤務し、且つ５年以上運転業務に従事し、 その期

間中、無事故で勤務成績が優秀で他の模範となる者  

Ａ－第３種表彰 同一事業者に引続き勤務し、且つ１０年以上運転業務に従事し、 その期

間中、無事故で勤務成績が優秀で他の模範となる者  

・・運運転転手手以以外外のの者者（（事事務務員員、、整整備備士士等等でで役役員員をを除除ききまますす））    

Ｂ－第１種表彰 同一事業者に１０年以上勤務し、勤務成績が優秀で他の模範となる者 

Ｂ－第２種表彰 同一事業者に２０年以上勤務し、勤務成績が優秀で他の模範となる者  

 

２．申込方法  

「香ト協優良従業員表彰推薦書兼宣誓書（様式１）」及び「優良従業員推薦調書（様式

２）」に必要事項をご記載いただき、４月１７日（金）までに事務局まで郵送ください。 

（データによる記入をご希望の場合は、予め担当者までお問い合わせください。）  

 

３．問合せ先  

一般社団法人香川県トラック協会 管理課（担当 吉原）  

電話番号 ０８７－８５１－６３８１  

以上 
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様式１ 

（締 切）令和８年４月１７日（金）香ト協必着 

 

香ト協優良従業員表彰推薦書兼宣誓書 
 

 一般社団法人香川県トラック協会 

       会 長 楠木 寿嗣 殿 

 

住  所 

事業者名                 ㊞ 

代表者名 

 

次のとおり、香ト協優良従業員表彰の表彰区分と表彰基準に該当する従業員につい

て提出する情報に相違がないことを宣誓するとともに、以下のとおり推薦いたします。 

区分・人数 

Ａ－第１種表彰  名 

Ａ－第２種表彰  名 

Ａ－第３種表彰  名 

Ｂ－第１種表彰  名 

Ｂ－第２種表彰  名 

申込担当者 

役職名  

氏 名  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

 
（添付書類） 

様式２ 香ト協優良従業員表彰推薦調書 

 

（送付先） 

 〒760-0066 高松市福岡町３丁目２－３ 一般社団法人香川県トラック協会 管理課宛 
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様式２

香ト協優良従業員表彰推薦調書

事業者名・営業所名

（基準日） 令和8年4月1日 現在

氏名
ふりがな

職名 生年月日 年齢 推薦概要 勤続年数 無事故年数 表彰種別 備考

例 香川　一郎 運転手 昭和50年4月1日 51歳
勤務成績優秀者でかつ、
３年以上無事故である。

9年 4年 Ａ－第１種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※勤続年数及び無事故年数は、貴社での該当年数を記入ください。

※年齢は基準日時点での年齢を記載ください。

※無事故年数が勤続年数を上回っている場合、勤続年数と同数値を記入ください。
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様式２

香ト協優良従業員表彰推薦調書

事業者名・営業所名

（基準日） 令和8年4月1日 現在

氏名
ふりがな

職名 生年月日 年齢 推薦概要 勤続年数 無事故年数 表彰種別 備考

1 香川　一郎 運転手 昭和50年4月1日 51歳
勤務成績優秀者でかつ、
３年以上無事故である。

9年 4年 Ａ－第１種

2 貨物　葉子 運転手 平成4年8月2日 33歳
勤務成績優秀者でかつ、
５年以上無事故である。

5年 5年 Ａ－第２種

3 トラック　三郎 運転手 昭和58年10月16日 42歳
勤務成績優秀者でかつ、

１０年以上無事故である。
13年 10年 Ａ－第２種

4 讃岐　五郎 運転手 昭和30年2月19日 71歳
勤務成績優秀者でかつ、

１０年以上無事故である。
25年 10年 Ａ－第３種

5 整備　勘太 整備管理者 昭和54年6月3日 46歳
勤務成績優秀者でかつ、

１０年以上勤務している。
17年 - Ｂ－第１種

6 運行　四朗 運行管理者 昭和41年5月10日 59歳
勤務成績優秀者でかつ、

２０年以上勤務している。
28年 - Ｂ－第２種

7 事務　志代 事務員 昭和42年5月5日 58歳
勤務成績優秀者でかつ、

２０年以上勤務している。
35年 - Ｂ－第２種

8

9

10

※勤続年数及び無事故年数は、貴社での該当年数を記入ください。

※年齢は基準日時点での年齢を記載ください。

※無事故年数が勤続年数を上回っている場合、勤続年数と同数値を記入ください。

○×運送株式会社　本社営業所

表彰区分「Ｂ－第１種」な

らびに「Ｂ－第２種」につ

いては、無事故年数の記載

は必要有りません。

記載内容に誤りや漏れが無

いようにお願いします。

※同一区分での表彰は一度

限りとなります。
「勤続年数」ならびに「無

事故年数」については、

「基準日までの継続年数」

を記載ください。
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令和 8 年 4 月 1日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人香川県トラック協会 

 

令令和和 88 年年度度香香川川県県トトララッッククドドラライイババーー・・ココンンテテスストトのの開開催催ににつついいてて  

（（出出場場選選手手募募集集））  

 

拝啓  時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

  平素は、当協会の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

  さて、香川県トラック協会では、トラックドライバーの関係法令や車両構造の専門的

な知識、運転技能を競い合う標記コンテストを次のとおり開催することといたしました。 

つきましては、参加をご希望される事業者は競技内容及び参加資格をご確認の上、お

申し込みください。 

敬具 

 

記 

 

１．実 施 日  令和 8年 6 月 21 日(日)9：00 開会（受付 8：30 から） 

※雨天決行。なお、台風等実施が困難と予測される場合は、 

6 月 28 日(日)に延期いたします。 

 

 

２．会    場   高松自動車学校（高松市上天神町 646 番地） 

 

 

３．競技内容   学科（交通法規・構造・運転常識） 

実科（日常点検・運転技能） 

※実科競技のうち日常点検は、競技当日に示す指定点検項目につい

て点検動作の審査を行います。 
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４．参加資格  次の内容を必ずご確認のうえお申し込みください。 

①会員事業所の在籍従業員であって、推薦時において過去 3 年間人

身事故を起こしたことがなく、かつ過去１年間無事故、無違反で

あること。 

②全国大会で優勝した者、総務庁長官賞又は内閣官房長官賞の受賞

者及び各部門を通じて全国大会に 2 回出場していないこと。 

（但し、平成 12 年度以前にトレーラ又は女性部門に出場した回

数はこれに含めない。） 

 

５．注意事項  無資格の方、参加申込日から大会当日までの間に事故を起こされた

方及び違反を犯された方の入賞については取り消しとなります。 

 

６．申込方法  令和 8 年 5 月 18 日（月）までに別紙申込書類をファックスにてお

送りください。 

送信先ＦＡＸ番号 087-821-4974 

 

７．そ の 他   

・参加資格を審査するため、事務局にて運転経歴証明書の申請を行います。 

後日、運転記録証明書交付申請書を送付いたしますので、必要事項を記載し、

本人の承諾を得た上でご返信ください。 

 

・トレーラ部門の参加者が少数の場合の実科競技は大型車（10ｔ車）を使 

用します。 

 

８．問合せ先  一般社団法人香川県トラック協会（担当 白井） 

電話番号 087-851-6381  ＦＡＸ番号 087-821-4974 
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令令和和８８年年度度  香香川川県県トトララッッククドドラライイババーー・・ココンンテテスストト申申込込書書  

 

一般社団法人 香川県トラック協会長 殿 

 

当社は、当社在籍である次の者を貴会主催コンテストに申し込みいたします。 

 

（事業者名等を記載ください。） 

会社名・営業所名  

（申込担当者） 
（役 職） 

  

電話番号 

ＦＡＸ番号 

（電 話） 

（ＦＡＸ） 

メールアドレス  

 

（出場を希望される方について記載ください。） 

１ 

ふりがな 

氏  名 

 

 

所属営業所名 

 

生年月日 西暦     年    月     日  ／  性別 男 ・女 

出場希望部門 

（○印を記載くだ

さい） 

 ・４トン部門 ・ １１トン部門 ・ トレーラ部門 

女性部門のみ 

・２トン部門 ・ ４トン部門 ・ １１トン部門 

・トレーラ部門 

２ 

ふりがな 

氏  名 

 

 

所属営業所名 

 

生年月日 西暦     年    月     日  ／  性別 男 ・女 

 

出場希望部門 

（○印を記載くだ

さい） 

・４トン部門 ・ １１トン部門 ・ トレーラ部門 

女性部門のみ 

・２トン部門 ・ ４トン部門 ・ １１トン部門 

・トレーラ部門 
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令和８年４月１日 

 

会 員 各 位 

 

  陸運労災防止協会香川県支部 

支部長 楠  木  寿  嗣 

 

 

第第３３３３回回香香川川県県フフォォーーククリリフフトト運運転転競競技技大大会会のの実実施施ににつついいてて  

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当支部の事業活動に格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、当支部は遵法精神と安全意識の高揚及びフォークリフト運転の知識と技術の向

上を図り、もって職場における安全作業の確立と労働災害防止活動の推進に資するため、

標記大会を下記のとおり実施することといたしました。 

つきましては、貴社のフォークリフト運転業務従事者から選抜を頂き、本大会への参

加方につきまして、格段のご配慮を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

１．日  時  令和８年５月２３日（土）９：００～１３：００ 

                    （参加者多数の場合は終日） 

 

２．会  場  ㈱タクテック  高松市香西南町２７７－１ 

 

３．部  門  一般の部・女性の部 

 

４．種  目  学科競技・点検競技・運転競技 

 

５．参加資格   

①当支部会員事業場の従業員であること。 

  ②フォークリフト運転技能講習修了後、1年以上経過していること。 

 

６．参 加 費  無 料 

 

７．締  切  令和８年５月１日(金) 

 

８．そ の 他  優勝者は、愛知県で開催される全国大会へ香川県代表として推薦いた

します。また、参加者には記念品を贈呈いたします。 
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第第３３３３回回香香川川県県フフォォーーククリリフフトト運運転転競競技技大大会会出出場場申申込込書書  

 
 
大 会 会 長 殿 
                

住   所 
                

会 社 名              ㊞ 
                

代 表 者 名                

               担 当 者                

               電   話   （    ）       

 
表記大会の参加選手を下記のとおり申し込みます。 
  

記 
 

ふ り が な  

選  手  名  

年    齢    年   月   日 生 （     才） 

現  住  所  

フォークリフト 

運 転 業 務 従 事 歴 
  通算    年    ヶ月 

 

修 了 証 番 号      第          号 

修了証交付年月日  昭和・平成・令和   年   月   日 

交 付 機 関 名  

（注）出場選手の所有するフォークリフト運転技能講習修了証の写しを必ず 
添付して下さい。 
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事 務 連 絡 

令和 8 年 4 月 1日 

 

会員各位 

 

一般社団法人香川県トラック協会 

 

令和８年度 乗務員講習会（一般・スキルアップ）開催のご案内について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の事業活動に格別のご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、香川県トラック協会では、平成 16年度より国土交通省告示 1366 号を基に

し、安全意識の高揚と交通事故防止に寄与することを目的とした乗務員向け講習会を

開催しております。 

香ト協専任講師による事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関

する知識を説明するほか、貨物自動車運送事業法など関係法令への理解も同時に深め

ていただける内容となっております。 

参加を希望される事業者は、別紙申込書に必要事項をご記入の上、トラック協会ま

で返信ください。 

敬  具 

 

記 

  

１．開催内容 令和８年度 乗務員講習会（一般・スキルアップ） 

２．開催日時 別紙参加申込書を参照ください。 

３．対 象 者 営業所所属運転者 

※乗務員教育を担当する管理者の参加も可能です。 

４．申込方法 参加申込書に必要事項を記載され、FAX にてお申し込みください。 

５．問合せ先 一般社団法人香川県トラック協会 

        電話 087-851-6381 FAX 087-821-4974 

以上 
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令令和和８８年年度度  乗乗務務員員講講習習会会（（一一般般・・ススキキルルアアッッププ））開開催催日日程程表表  

（注意事項） 

 ・受付時間は開催時刻の３０分前からを予定しております。 

 ・サンダル履きでの講習参加はご遠慮いただいております。 

・お申し込みをいただいた場合でも、天候や申込者数によっては急きょ中止と

なることがあります。予めご了承ください。 

〇乗務員一般講習（開催回数 ７回） 

開催日 開催回 開催時間 開催場所 

令和 8 年 

4 月 11 日(土) 

第 259 回 9:00～12:00 

会場 安全研修センター 

住所 高松市福岡町 3丁目 3-6 

第 260 回 13:30～16:30 

6 月 27 日(土) 
第 261 回 9:00～12:00 

第 262 回 13:30～16:30 

8 月 22 日(土) 第 263 回 9:00～12:00 

会場 ユープラザうたづ 

住所 綾歌郡宇多津町浜六番丁８８ 

9 月 12 日(土) 

第 264 回 9:00～12:00 会場 安全研修センター 

住所 高松市福岡町 3丁目 3-6 第 265 回 13:30～16:30 

 

〇乗務員ステップアップ講習（開催回数 ６回） 

開催日 開催回 開催時間 開催場所 

令和 8 年 

 4 月 25 日(土) 

第 124 回 9:00～12:00 

会場 安全研修センター 

住所 高松市福岡町 3丁目 3-6 

第 125 回 13:30～16:30 

5 月 23 日(土) 

第 126 回 9:00～12:00 

第 127 回 13:30～16:30 

10 月 24 日(土) 
第 128 回 9:00～12:00 

第 129 回 13:30～16:30 
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令和   年  月  日 

 

一般社団法人香川県トラック協会 御中 

（申込ＦＡＸ番号 ０８７－８２１－４９７４） 

 

令令和和８８年年度度  乗乗務務員員講講習習会会（（一一般般・・ススキキルルアアッッププ））申申込込書書  

 

事業者名・営業所名 
 

（申込担当者名） 

 

【【  受受講講希希望望者者情情報報  】】（（各各項項目目ににつついいてて漏漏れれななくくごご記記載載くくだだささいい。。））  

※※修修了了証証をを発発行行いいたたししまますす。。氏氏名名のの誤誤りりががなないいよよううおお申申しし込込みみくくだだささいい。。  

 氏  名 生年月日 
通算トラック 

ドライバー歴 

乗務車種 

（〇印記入） 

１ 

（ふりがな） 昭和 ・ 平成    年 

年 

大型 

中型 

小型 
 月  日（満  歳） 

参加希望講習 

（○印記入） 

（一  般）4月 11 日（土）  第 259 回（AM） ・ 第 260 回(PM) 

6 月 27 日（土）  第 261 回（AM） ・ 第 262 回(PM) 

（ステップ）4月 25 日（土）  第 124 回（AM） ・ 第 125 回(PM) 

5 月 23 日（土）  第 126 回（AM） ・ 第 127 回(PM) 

２ 

（ふりがな） 昭和 ・ 平成    年 

年 

大型 

中型 

小型 
 月  日（満  歳） 

参加希望講習 

（○印記入） 

（一  般）4月 11 日（土）  第 259 回（AM） ・ 第 260 回(PM) 

6 月 27 日（土）  第 261 回（AM） ・ 第 262 回(PM) 

（ステップ）4月 25 日（土）  第 124 回（AM） ・ 第 125 回(PM) 

5 月 23 日（土）  第 126 回（AM） ・ 第 127 回(PM) 

３ 

（ふりがな） 昭和 ・ 平成    年 

年 

大型 

中型 

小型 
 月  日（満  歳） 

参加希望講習 

（○印記入） 

（一  般）4月 11 日（土）  第 259 回（AM） ・ 第 260 回(PM) 

6 月 27 日（土）  第 261 回（AM） ・ 第 262 回(PM) 

（ステップ）4月 25 日（土）  第 124 回（AM） ・ 第 125 回(PM) 

5 月 23 日（土）  第 126 回（AM） ・ 第 127 回(PM) 
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令和 8 年 4 月１日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人香川県トラック協会 

 

初初任任運運転転者者及及びび事事故故惹惹起起運運転転者者にに対対すするる講講習習会会開開催催ののごご案案内内  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の事業運営に対しまして格別のご理解とご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。 

さて、貨物自動車運送事業者等は貨物自動車運送事業輸送安全規則第１

０条第２項の定めにより、標記運転者に対して特別な指導を行うこととな

っております。 

本年は昨年と同様に、四国交通共済協同組合と共催し、初任運転者講習

会（６時間講習・８回）、事故惹起運転者講習会（６回）を下記要領で開

催することと致します。 

つきましては、業務ご多忙とは存じますが、当該運転者の派遣を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。なお、都合により各回２０名を定員

とさせていただいております。 

敬 具 

  

※※初初任任運運転転者者ととはは（（指指導導のの場場合合））  

貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第１項に基づき運転者として

常時選任するために新たに雇い入れた者。（当該貨物自動車運送事業者に

おいて初めてトラックに乗務する前３年間に他の一般貨物自動車運送事

業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く） 

 

※初任運転者講習会については、「初任運転者に対する特別な指導の内容

及び時間」１５時間以上の内、６時間講習で実施しますので、残り９時

間の指導は貴社等で教育をお願い致します。  
 

※※事事故故惹惹起起運運転転者者ととはは  

死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号又は３号に

掲げる傷害を受けたもの）を生じた交通事故を引き起こした運転者、及び

軽傷者（同条第４号に掲げる傷害を受けたもの）を生じた交通事故を引き

起こし、かつ、当該交通事故前の３年間に交通事故を引き起こしたことが

ある運転者。 
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記 

 

１１．．  開開催催日日程程  

＜初任運転者講習会＞ 

第１回 令和８年 ４月 ９日（木） 第５回     １０月 ８日（木） 

第２回      ６月 ４日（木） 第６回     １２月 ３日（木） 

第３回      ７月 ９日（木） 第７回 令和９年 １月２８日（木） 

第４回      ９月１０日（木） 第８回      ２月 ４日（木） 

 

 

＜事故惹起運転者講習会＞ 

第１回  令和８年 ５月２１日（木） 第５回 令和８年 １月２１日（木） 

第２回       ７月 ２日（木） 第６回      ３月 ４日（木） 

第３回       ９月１７日（木） 
 

第４回      １１月２６日（木） 

  

２２．．開開催催時時間間      ９：３０ ～ １７：００ 

３３．．場場    所所      四国交通共済会館 

４４．．受受  講講  料料      講習会に係る費用は香ト協で負担いたします。 

５５．．定定    員員      ２０名 

６６．．申申    込込      初別紙申込書を四交協へファックス送信ください。  
初任運転者講習会の申込みについては、定員に達している場

合があります。 

※事前に、四国交通共済協同組合ホームページ「講習・研修

スケジュール」（http://yonkokyo.or.jp/publics/index/32/）

で申込状況をご確認いただきお申込み下さい。 

７７．．証証  明明  書書      受講修了後、特別指導受講証明書が発行されます。  
８８．．そそ  のの  他他      筆記用具を必ずご持参ください。  

※屋外講習がありますので、実施できる服装等で、ご参加く 

ださい。※やむを得ず、日程を変更する場合があります。

予め、ご了承ください。 
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四交協 ＦＡＸ（０８７７－４４－３３９０）へご送信願います。 

初初 任任 及及 びび 事事 故故 惹惹 起起 運運 転転 者者 講講 習習 会会 参参 加加 申申 込込 書書  

○○初初任任運運転転者者講講習習会会  ((受講希望日に印をご記入ください。)  

✔印 

記入欄 
開 催 日 

✔印 

記入欄 
開 催 日 

 令和８年     ４月 ９日（木）       １０月 ８日（木） 

 ６月 ４日（木）          １２月 ３日（木） 

           ７月 ９日（木）  令和９年    １月２８日（木） 

   ９月１０日（木）  ２月 ４日（木） 

○○事事故故惹惹起起運運転転者者講講習習会会  ((受講希望日に印をご記入ください)。  

✔印 

記入欄 
開 催 日 

✔印 

記入欄 
開 催 日 

 令和８年    ５月２１日（木）  令和９年    １月２１日（木） 

   ７月 ２日（木）      ３月 ４日（木） 

 ９月１７日（木）  

 １１月２６日（木） 

 
※開講時間は、９：３０～１７：００（各回共通） ※ご希望の講習日にチェック（✔）をお願い致します。 

※複数の講習会にお申込の方は、この用紙をコピーしてご利用下さい。 

○○受受講講者者デデーータタ  

 ふりがな 
氏  名 生年月日 

 
 

昭和 
平成 年   月   日  

 
○○派派遣遣先先デデーータタ 

会 社 名  

会社住所 〒 

電話番号  ＦＡＸ番号  

担当者名  役      職  

※ 受講後、特別指導受講証明書をお送りしますので、担当者名と役職、及び会社住所を必ずご記入く

ださい。 
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陸災防香川県支部会員の皆様へ 
 
 

 

 

 
   

   
会員事業場の安全衛⽣活動内容の紹介、災害事例とその対策などを掲載しています。   
毎月 10 日に陸災防本部よりＥメールにてお届けします。 

登録料・購読料は無料です。 

下記、お届け先登録申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 
 

お届け先登録申込書      申込先 陸上貨物運送事業労働災害防止協会本部 

ＦＡＸ ００３３－－３３４４５５３３－－７７５５６６１１ 

  
(注) 次の URL から「陸運と安全衛生」配信規約をご覧ください。https://fofa.jp/rikusai/a.p/101/ 

登録完了のメールをお送りします。もし、届かない場合は下記の「お問い合せ先」までご連絡ください。 
お申込みいただいたメールアドレス等の情報は、広報誌や陸災防からの情報をご提供する目的のみに利用させてい
ただきます。なお、会員の確認等のため、陸災防支部に登録情報を提供することがあります。 

 

 
 

フォークリフト講習・はい作業主任者講習 等の日程は、下記ホ－ムページ

をご覧ください。 

http︓//www.rikusaibou-kagawa.jp/   
  陸運労災防止協会香川 検索

 

 
おお問問いい合合わわせせ先先        

厚厚労労省省所所管管    陸陸運運労労災災防防止止協協会会香香川川県県支支部部  
   災災害害防防止止団団体体 TTEELL  ００８８７７--８８５５１１--６６２２５５１１    

                          

  

事事業業場場名名または 

個個人人名名 
 

電電話話番番号号   ＦＦＡＡＸＸ番番号号  

都都道道府府県県    

メメーールルアアドドレレスス   

 

広報誌のご案内 

講習のご案内 

お届けする陸災防広報誌「陸運と安全衛生」の内容 

陸災防香川県支部会員の皆様へ

会員事業場の安全衛生活動内容の紹介、災害事例とその対策などを掲載しています。  
毎月 10 日に陸災防本部よりＥメールにてお届けします。

登録料・購読料は無料です。

下記、お届け先登録申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。

お届け先登録申込書    申込先 陸上貨物運送事業労働災害防止協会本部

ＦＡＸ ００３３－－３３４４５５３３－－７７５５６６１１

(注) 次の URL から「陸運と安全衛生」配信規約をご覧ください。https://fofa.jp/rikusai/a.p/101/
登録完了のメールをお送りします。もし、届かない場合は下記の「お問い合せ先」までご連絡ください。
お申込みいただいたメールアドレス等の情報は、広報誌や陸災防からの情報をご提供する目的のみに利用させてい
ただきます。なお、会員の確認等のため、陸災防支部に登録情報を提供することがあります。

フォークリフト講習・はい作業主任者講習 等の日程は、下記ホ－ムページ

をご覧ください。

http：//www.rikusaibou-kagawa.jp/    陸運労災防止協会香川 検索

おお問問いい合合わわせせ先先      

厚厚労労省省所所管管 陸陸運運労労災災防防止止協協会会香香川川県県支支部部
  災災害害防防止止団団体体 TTEELL  ００８８７７--８８５５１１--６６２２５５１１

                         

事事業業場場名名または

個個人人名名

電電話話番番号号 ＦＦＡＡＸＸ番番号号

都都道道府府県県

メメーールルアアドドレレスス

広報誌のご案内

講習のご案内

お届けする陸災防広報誌「陸運と安全衛生」の内容
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当協会発行の会員名簿（令和７年度版）について、下記のとおり変更等をお願いします。

(一社)香川県トラック協会

ページ

22 株式会社　三輝

【　入　会　】
代  表  者　　石川　正規
所　在　地　　〒768-0002
　　香川県観音寺市高屋町２２ー１０
TEL（0875）77-5813　FAX（0875）77-5813

25 有限会社　栄進急送 【　退　会　】

※※名名簿簿のの変変更更等等ごござざいいままししたたらら、、香香トト協協宛宛（（ＴＴＥＥＬＬ：：008877--885511--66338811））ごご連連絡絡下下ささいい。。

会会員員名名簿簿のの変変更更等等ににつついいてて

令和8年4月1日

会　社　名　他 変　更　内　容

72


